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意  見  書 （案） 

 

地方財政の充実・強化を図るため、所要の施策を講じられるよ

う要望いたします。 

 

（理 由） 

今、地方公共団体には、急激な少子高齢化に伴う医療・介護な

どの社会保障制度整備、子育て施策、人口減少下における地域活

性化対策はもとより、デジタル化、脱炭素化、物価高騰対策など、

極めて多岐にわたる役割が求められています。 

しかし、現実に地域公共サービスを担う人員は不足しており、

疲弊する職場実態にある中、新型コロナウイルス感染症、また多

発する大規模災害への対策も迫られています。このような現状に

鑑み、2024 年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入・

歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すことが必要です。 

よって、政府におかれては、下記の事項について実現されるよ

う強く要望いたします。 

 

記 

 

１ 社会保障の維持・確保、人への投資も含めた地域活性化、デ

ジタル化、脱炭素化、防災・減災、物価高騰対策、地域公共交

通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把

握するとともに、それを支える人件費を重視し、十分な地方一

般財源総額の確保を図ること。 



２ 今後一層求められる子育て対策、また地域医療の確保、介護

や生活困窮者の自立支援など、急増する社会保障ニーズが自治

体の一般行政経費を圧迫することから、地方単独事業分も含め、

十分な社会保障経費の拡充を図ること。特に、これらの分野を

支える人材確保に向けた自治体の取組を十分に支える財政措置

を講じること。 

３ 地方交付税の法定率を引き上げるなどして、臨時財政対策債

に頼らない、より自立的な地方財政の確立に取り組むこと。ま

た、地域間の財源偏在性の是正に向けて、所得税や偏在性がよ

り小さい消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うな

ど、より抜本的な改善を行うこと。 

４ 引き続き新型コロナウイルス感染症対策として、５類移行後

におけるワクチン接種体制や保健所も含めた医療提供体制につ

いて、自治体での混乱が生じることのないよう、十分な財政措

置やより速やかな情報提供などを行うこと。 

５ 「まち・ひと・しごと創生事業費」の１兆円については、新

たに「地方創生推進費」として 2023 年度も確保されているが、

持続可能な地域社会の維持・発展に向けて、より恒久的な財源

とすること。 

６ 会計年度任用職員制度の運用については、2024 年度から可能

となる勤勉手当の支給も含め、今後も当該職員の処遇改善や雇

用確保が求められることから、引き続き所要額の調査を行うな

どして、その財政需要を十分に満たすこと。 

７ 特別交付税の配分に当たり、諸手当等の支給水準が国の基準

を超えている自治体に対して、その取扱いを理由とした特別交

付税の減額措置を行わないこと。 



８ デジタル化における自治体業務システムの標準化については、

引き続き「地域デジタル社会推進費」に相当する財源を確保す

るなど、十分な財源を保障すること。特に戸籍等への記載事項

における「氏名の振り仮名」の追加については、自治体におい

て相当な業務負荷が予想されることから、現場における意見を

十分に勘案しながら、必要な経費を国の責任において確保する

こと。 

９ 人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正

を拡充するなど、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の

強化を図ること。 

 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出いたします。 

   

令和  年  月  日 

 

議    長    名  

  

   内 閣 総 理 大 臣 

   総 務 大 臣 

   財 務 大 臣 

   経済財政政策担当大臣 

宛（各通）  


